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一

金
融
機
関
等
の
組
織
再
編
成
の
促
進
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
四
年
内
閣
府
令
第
八
十
八
号
）

改

正

案

現

行

（
健
全
な
自
己
資
本
の
状
況
に
あ
る
旨
の
区
分
）

（
健
全
な
自
己
資
本
の
状
況
に
あ
る
旨
の
区
分
）

第
五
条

法
第
五
条
第
四
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
健
全
な
自
己
資
本

第
五
条

法
第
五
条
第
四
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
健
全
な
自
己
資
本

の
状
況
に
あ
る
旨
の
区
分
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
金
融
機
関
等
の
種
類
に
応

の
状
況
に
あ
る
旨
の
区
分
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
金
融
機
関
等
の
種
類
に
応

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
区
分
を
い
う
。

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
区
分
を
い
う
。

一

（
略
）

一

（
略
）

一
の
二

海
外
営
業
拠
点
を
有
す
る
長
期
信
用
銀
行
（
長
期
信
用
銀
行
法
第
十

一
の
二

海
外
営
業
拠
点
を
有
す
る
長
期
信
用
銀
行
及
び
海
外
拠
点
を
有
す
る

七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
十
四
条
の
二
第
二
号
に
規
定
す
る
子
会

信
用
金
庫
連
合
会
（
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
七
条
及
び
信
用
金
庫
法
第
八
十

社
等
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）

国
際
統
一
基
準
に
係
る
単
体
自
己
資
本

九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
十
四
条
の
二
第
二
号
に
規
定
す

比
率
及
び
連
結
自
己
資
本
比
率
の
い
ず
れ
も
八
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ

る
子
会
社
等
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）

国
際
統
一
基
準
に
係
る
単
体
自

と
。

己
資
本
比
率
及
び
連
結
自
己
資
本
比
率
の
い
ず
れ
も
八
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で

あ
る
こ
と
。

一
の
三

海
外
拠
点
を
有
す
る
信
用
金
庫
連
合
会
（
信
用
金
庫
法
第
八
十
九
条

（
新
設
）

第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
十
四
条
の
二
第
二
号
に
規
定
す
る
子

会
社
等
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）

国
際
統
一
基
準
に
係
る
単
体
自
己
資

本
比
率
及
び
連
結
自
己
資
本
比
率
の
い
ず
れ
も
が
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に

掲
げ
る
比
率
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
要
件
の
全
て

を
満
た
す
こ
と
。

イ

単
体
普
通
出
資
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
及
び
連
結
普
通
出
資
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
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１
比
率

四
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ロ

単
体
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
及
び
連
結
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率

六
パ
ー
セ
ン
ト

以
上
で
あ
る
こ
と
。

ハ

単
体
総
自
己
資
本
比
率
及
び
連
結
総
自
己
資
本
比
率

八
パ
ー
セ
ン
ト

以
上
で
あ
る
こ
と
。

二

（
略
）

二

（
略
）

二
の
二

海
外
営
業
拠
点
を
有
す
る
長
期
信
用
銀
行
（
第
一
号
の
二
に
規
定
す

二
の
二

海
外
営
業
拠
点
を
有
す
る
長
期
信
用
銀
行
及
び
海
外
拠
点
を
有
す
る

る
も
の
を
除
く
。
）

国
際
統
一
基
準
に
係
る
単
体
自
己
資
本
比
率
が
八
パ

信
用
金
庫
連
合
会
（
第
一
号
の
二
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）

国
際
統

ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

一
基
準
に
係
る
単
体
自
己
資
本
比
率
が
八
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二
の
三

海
外
拠
点
を
有
す
る
信
用
金
庫
連
合
会
（
第
一
号
の
三
に
規
定
す
る

（
新
設
）

も
の
を
除
く
。
）

国
際
統
一
基
準
に
係
る
単
体
自
己
資
本
比
率
が
、
次
の

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
比
率
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定

め
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
こ
と
。

イ

単
体
普
通
出
資
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率

四
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ

る
こ
と
。

ロ

単
体
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率

六
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ハ

単
体
総
自
己
資
本
比
率

八
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

三
～
六

（
略
）

三
～
六

（
略
）

２

前
項
第
一
号
、
第
一
号
の
二
、
第
二
号
、
第
二
号
の
二
及
び
第
三
号
か
ら
第

２

前
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
の
二
ま
で
に
規
定
す
る
「
海
外
営
業
拠
点
」
と
は

四
号
の
二
ま
で
の
「
海
外
営
業
拠
点
」
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
規
定
す
る
海
外
営
業
拠
点

じ
、
当
該
各
号
に
規
定
す
る
海
外
営
業
拠
点
を
い
う
。

を
い
う
。

一

前
項
第
一
号
、
第
一
号
の
二
、
第
二
号
及
び
第
二
号
の
二
の
海
外
営
業
拠

一

前
項
第
一
号
か
ら
第
二
号
の
二
ま
で
に
規
定
す
る
海
外
営
業
拠
点

銀
行

点

銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
（
平

法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
（
平
成
十
二
年
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成
十
二
年
総
理
府
・
大
蔵
省
令
第
三
十
九
号
）
第
一
条
第
三
項
又
は
長
期
信

総
理
府
・
大
蔵
省
令
第
三
十
九
号
）
第
一
条
第
三
項
又
は
長
期
信
用
銀
行
法

用
銀
行
法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規

第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区

定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
（
平
成
十
二
年
総
理
府
・
大
蔵
省
令
第
四
十

分
等
を
定
め
る
命
令
（
平
成
十
二
年
総
理
府
・
大
蔵
省
令
第
四
十
号
）
第
一

号
）
第
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
海
外
営
業
拠
点

条
第
三
項
に
規
定
す
る
海
外
営
業
拠
点

二

前
項
第
三
号
か
ら
第
四
号
の
二
ま
で
の
海
外
営
業
拠
点

銀
行
法
第
二
十

二

前
項
第
三
号
か
ら
第
四
号
の
二
ま
で
に
規
定
す
る
海
外
営
業
拠
点

銀
行

六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
三
条
第
二
項
又
は
長
期

法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
三
条
第
二
項

信
用
銀
行
法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に

又
は
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
六
条

規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
海
外
営
業
拠

第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
海

点

外
営
業
拠
点

３

第
一
項
第
一
号
の
三
及
び
第
二
号
の
三
の
「
海
外
拠
点
」
と
は
、
信
用
金
庫

３

第
一
項
第
一
号
の
二
及
び
第
二
号
の
二
に
規
定
す
る
「
海
外
拠
点
」
と
は
、

法
第
八
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規

信
用
金
庫
法
第
八
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
六
条
第

定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
（
平
成
十
二
年
総
理
府
・
大
蔵
省
令
第
四
十
一

二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
（
平
成
十
二
年
総
理
府
・
大
蔵
省
令

号
）
第
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
海
外
拠
点
を
い
う
。

第
四
十
一
号
）
第
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
海
外
拠
点
を
い
う
。

４

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
「
国
際
統
一
基
準
」
と
は
、
銀
行
法
第

４

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
規
定
す
る
「
国
際
統
一
基
準
」
と
は
、

二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
一
条
第
四
項
若
し
く

銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
一
条
第
四

は
第
三
条
第
三
項
、
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法

項
若
し
く
は
第
三
条
第
三
項
、
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す

第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
一
条
第
四
項
又
は

る
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
一
条
第

信
用
金
庫
法
第
八
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
六
条
第

四
項
又
は
信
用
金
庫
法
第
八
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二

二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
三
条
第
五
項
に
規
定
す
る
国
際
統

十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
三
条
第
五
項
に
規
定
す

一
基
準
を
い
う
。

る
国
際
統
一
基
準
を
い
う
。

５

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
二
号
の
三
ま
で
、
第
五
号
及
び
第
六
号
の
「
単
体
自

５

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
二
号
の
二
ま
で
、
第
五
号
及
び
第
六
号
に
規
定
す
る

己
資
本
比
率
」
と
は
、
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定

「
単
体
自
己
資
本
比
率
」
と
は
、
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区

め
る
命
令
第
一
条
第
七
項
、
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る

分
等
を
定
め
る
命
令
第
一
条
第
七
項
、
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
七
条
に
お
い
て
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銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
一
条
第
六

準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第

項
、
信
用
金
庫
法
第
八
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
六

一
条
第
六
項
、
信
用
金
庫
法
第
八
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法

条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
三
条
第
六
項
又
は
協
同
組
合

第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
三
条
第
六
項
又
は

に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法

協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す

第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
（
平
成
十
二
年
総
理

る
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
（
平
成
十

府
・
大
蔵
省
令
第
四
十
二
号
）
第
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
単
体
自
己
資
本
比

二
年
総
理
府
・
大
蔵
省
令
第
四
十
二
号
）
第
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
単
体
自

率
を
い
い
、
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
「
単
体
普
通
株
式
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１

己
資
本
比
率
を
い
い
、
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
「
単
体
普
通

比
率
」
、
「
単
体
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
」
及
び
「
単
体
総
自
己
資
本
比
率
」
と
は

株
式
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
」
、
「
単
体
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
」
及
び
「
単
体
総
自

、
そ
れ
ぞ
れ
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令

己
資
本
比
率
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区

第
一
条
第
七
項
に
規
定
す
る
単
体
普
通
株
式
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
、
単
体
Ｔ
ｉ

分
等
を
定
め
る
命
令
第
一
条
第
七
項
に
規
定
す
る
単
体
普
通
株
式
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ

ｅ
ｒ
１
比
率
及
び
単
体
総
自
己
資
本
比
率
を
い
い
、
第
一
項
第
一
号
の
三
及
び

１
比
率
、
単
体
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
及
び
単
体
総
自
己
資
本
比
率
を
い
う
。

第
二
号
の
三
の
「
単
体
普
通
出
資
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
」
、
「
単
体
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ

１
比
率
」
及
び
「
単
体
総
自
己
資
本
比
率
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
信
用
金
庫
法
第

八
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す

る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
三
条
第
六
項
に
規
定
す
る
単
体
普
通
出
資
等
Ｔ
ｉ

ｅ
ｒ
１
比
率
、
単
体
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
及
び
単
体
総
自
己
資
本
比
率
を
い
う
。

６

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
一
号
の
三
ま
で
及
び
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
「

６

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
（
同
項
第
二
号
及
び
第
二
号
の
二
を
除
く

連
結
自
己
資
本
比
率
」
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

。
）
に
規
定
す
る
「
連
結
自
己
資
本
比
率
」
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分

に
規
定
す
る
連
結
自
己
資
本
比
率
を
い
い
、
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
の
「

に
応
じ
、
当
該
各
号
に
規
定
す
る
連
結
自
己
資
本
比
率
を
い
い
、
第
一
項
第
一

連
結
普
通
株
式
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
」
、
「
連
結
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
」
及
び
「

号
及
び
第
三
号
に
規
定
す
る
「
連
結
普
通
株
式
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
」
、
「
連

連
結
総
自
己
資
本
比
率
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規

結
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
」
及
び
「
連
結
総
自
己
資
本
比
率
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
銀

定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
一
条
第
八
項
又
は
第
三
条
第
五
項
に
規
定
す

行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
一
条
第
八
項

る
連
結
普
通
株
式
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
、
連
結
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
及
び
連
結
総

又
は
第
三
条
第
五
項
に
規
定
す
る
連
結
普
通
株
式
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
、
連
結
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自
己
資
本
比
率
を
い
い
、
第
一
項
第
一
号
の
三
の
「
連
結
普
通
出
資
等
Ｔ
ｉ
ｅ

Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
及
び
連
結
総
自
己
資
本
比
率
を
い
う
。

ｒ
１
比
率
」
、
「
連
結
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
」
及
び
「
連
結
総
自
己
資
本
比
率
」

と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
信
用
金
庫
法
第
八
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行

法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
三
条
第
七
項
に

規
定
す
る
連
結
普
通
出
資
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
、
連
結
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
及
び

連
結
総
自
己
資
本
比
率
を
い
う
。

一

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
一
号
の
三
ま
で
及
び
第
五
号
の
連
結
自
己
資
本
比

一

第
一
項
第
一
号
、
第
一
号
の
二
及
び
第
五
号
に
規
定
す
る
連
結
自
己
資
本

率

銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
一

比
率

銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第

条
第
八
項
、
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二

一
条
第
八
項
、
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第

十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
一
条
第
七
項
、
信
用

二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
一
条
第
七
項
、
信

金
庫
法
第
八
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二

用
金
庫
法
第
八
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
六
条
第

項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
三
条
第
七
項
又
は
協
同
組
合
に
よ

二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
三
条
第
七
項
又
は
協
同
組
合
に

る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第

よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法

二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
一
条
第
四
項
に
規

第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
一
条
第
四
項
に

定
す
る
連
結
自
己
資
本
比
率

規
定
す
る
連
結
自
己
資
本
比
率

二

第
一
項
第
三
号
か
ら
第
四
号
の
二
ま
で
の
連
結
自
己
資
本
比
率

銀
行
法

二

第
一
項
第
三
号
か
ら
第
四
号
の
二
ま
で
に
規
定
す
る
連
結
自
己
資
本
比
率

第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
三
条
第
五
項
又

銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
三
条

は
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
大
蔵
省
令
第
十
三
号
）
第

第
五
項
又
は
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
大
蔵
省
令
第
十

五
条
の
二
の
六
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
連
結
自
己
資
本
比
率

三
号
）
第
五
条
の
二
の
六
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
連
結
自
己
資
本
比
率

７

第
一
項
第
三
号
の
二
の
「
第
一
基
準
」
と
は
、
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
七
条

７

第
一
項
第
三
号
の
二
に
規
定
す
る
「
第
一
基
準
」
と
は
、
長
期
信
用
銀
行
法

に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め

第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分

る
命
令
第
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
第
一
基
準
を
い
う
。

等
を
定
め
る
命
令
第
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
第
一
基
準
を
い
う
。

８

第
一
項
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
（
同
項
第
四
号
の
二
を
除
く
。
）
の
「
国

８

第
一
項
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
（
同
項
第
四
号
の
二
を
除
く
。
）
に
規
定
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内
基
準
」
と
は
、
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る

す
る
「
国
内
基
準
」
と
は
、
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等

命
令
第
一
条
第
五
項
若
し
く
は
第
三
条
第
四
項
、
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
七
条

を
定
め
る
命
令
第
一
条
第
五
項
若
し
く
は
第
三
条
第
四
項
、
長
期
信
用
銀
行
法

に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め

第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分

る
命
令
第
一
条
第
五
項
又
は
信
用
金
庫
法
第
八
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

等
を
定
め
る
命
令
第
一
条
第
五
項
又
は
信
用
金
庫
法
第
八
十
九
条
第
一
項
に
お

す
る
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
三
条

い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命

第
四
項
に
規
定
す
る
国
内
基
準
を
い
う
。

令
第
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
国
内
基
準
を
い
う
。

９

第
一
項
第
四
号
の
二
の
「
第
二
基
準
」
と
は
、
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
七
条

９

第
一
項
第
四
号
の
二
に
規
定
す
る
「
第
二
基
準
」
と
は
、
長
期
信
用
銀
行
法

に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め

第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分

る
命
令
第
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
第
二
基
準
を
い
う
。

等
を
定
め
る
命
令
第
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
第
二
基
準
を
い
う
。
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二

金
融
機
能
の
強
化
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
六
年
内
閣
府
令
第
六
十
七
号
）

改

正

案

現

行

（
健
全
な
自
己
資
本
の
状
況
に
あ
る
旨
の
区
分
）

（
健
全
な
自
己
資
本
の
状
況
に
あ
る
旨
の
区
分
）

第
十
条
の
二

法
第
五
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
健
全

第
十
条
の
二

法
第
五
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
健
全

な
自
己
資
本
の
状
況
に
あ
る
旨
の
区
分
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
金
融
機
関
等

な
自
己
資
本
の
状
況
に
あ
る
旨
の
区
分
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
金
融
機
関
等

（
銀
行
持
株
会
社
等
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
種
類
に
応

（
銀
行
持
株
会
社
等
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
種
類
に
応

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
区
分
を
い
う
。

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
区
分
を
い
う
。

一

（
略
）

一

（
略
）

一
の
二

海
外
営
業
拠
点
を
有
す
る
長
期
信
用
銀
行
（
長
期
信
用
銀
行
法
第
十

一
の
二

海
外
営
業
拠
点
を
有
す
る
長
期
信
用
銀
行
及
び
海
外
拠
点
を
有
す
る

七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
十
四
条
の
二
第
二
号
に
規
定
す
る
子
会

信
用
金
庫
連
合
会
（
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
七
条
及
び
信
用
金
庫
法
第
八
十

社
等
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）

国
際
統
一
基
準
に
係
る
単
体
自
己
資
本

九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
十
四
条
の
二
第
二
号
に
規
定
す

比
率
及
び
連
結
自
己
資
本
比
率
の
い
ず
れ
も
八
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ

る
子
会
社
等
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）

国
際
統
一
基
準
に
係
る
単
体
自

と
。

己
資
本
比
率
及
び
連
結
自
己
資
本
比
率
の
い
ず
れ
も
八
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で

あ
る
こ
と
。

一
の
三

海
外
拠
点
を
有
す
る
信
用
金
庫
連
合
会
（
信
用
金
庫
法
第
八
十
九
条

（
新
設
）

第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
十
四
条
の
二
第
二
号
に
規
定
す
る
子

会
社
等
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）

国
際
統
一
基
準
に
係
る
単
体
自
己
資

本
比
率
及
び
連
結
自
己
資
本
比
率
の
い
ず
れ
も
が
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に

掲
げ
る
比
率
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
要
件
の
全
て

を
満
た
す
こ
と
。

イ

単
体
普
通
出
資
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
及
び
連
結
普
通
出
資
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
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１
比
率

四
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ロ

単
体
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
及
び
連
結
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率

六
パ
ー
セ
ン
ト

以
上
で
あ
る
こ
と
。

ハ

単
体
総
自
己
資
本
比
率
及
び
連
結
総
自
己
資
本
比
率

八
パ
ー
セ
ン
ト

以
上
で
あ
る
こ
と
。

二

（
略
）

二

（
略
）

二
の
二

海
外
営
業
拠
点
を
有
す
る
長
期
信
用
銀
行
（
第
一
号
の
二
に
規
定
す

二
の
二

海
外
営
業
拠
点
を
有
す
る
長
期
信
用
銀
行
及
び
海
外
拠
点
を
有
す
る

る
も
の
を
除
く
。
）

国
際
統
一
基
準
に
係
る
単
体
自
己
資
本
比
率
が
八
パ

信
用
金
庫
連
合
会
（
第
一
号
の
二
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）

国
際
統

ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

一
基
準
に
係
る
単
体
自
己
資
本
比
率
が
八
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二
の
三

海
外
拠
点
を
有
す
る
信
用
金
庫
連
合
会
（
第
一
号
の
三
に
規
定
す
る

（
新
設
）

も
の
を
除
く
。
）

国
際
統
一
基
準
に
係
る
単
体
自
己
資
本
比
率
が
、
次
の

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
比
率
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定

め
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
こ
と
。

イ

単
体
普
通
出
資
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率

四
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ

る
こ
と
。

ロ

単
体
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率

六
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ハ

単
体
総
自
己
資
本
比
率

八
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

三
～
六

（
略
）

三
～
六

（
略
）

２

前
項
第
一
号
、
第
一
号
の
二
、
第
二
号
、
第
二
号
の
二
及
び
第
三
号
か
ら
第

２

前
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
の
二
ま
で
に
規
定
す
る
「
海
外
営
業
拠
点
」
と
は

四
号
の
二
ま
で
の
「
海
外
営
業
拠
点
」
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
海
外
営
業
拠
点
を
い

じ
、
当
該
各
号
に
規
定
す
る
海
外
営
業
拠
点
を
い
う
。

う
。

一

前
項
第
一
号
、
第
一
号
の
二
、
第
二
号
及
び
第
二
号
の
二
の
海
外
営
業
拠

一

前
項
第
一
号
か
ら
第
二
号
の
二
ま
で
に
規
定
す
る
海
外
営
業
拠
点

銀
行

点

銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
（
平

法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
（
平
成
十
二
年
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成
十
二
年
総
理
府
・
大
蔵
省
令
第
三
十
九
号
）
第
一
条
第
三
項
又
は
長
期
信

総
理
府
・
大
蔵
省
令
第
三
十
九
号
）
第
一
条
第
三
項
又
は
長
期
信
用
銀
行
法

用
銀
行
法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規

第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区

定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
（
平
成
十
二
年
総
理
府
・
大
蔵
省
令
第
四
十

分
等
を
定
め
る
命
令
（
平
成
十
二
年
総
理
府
・
大
蔵
省
令
第
四
十
号
）
第
一

号
）
第
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
海
外
営
業
拠
点

条
第
三
項
に
規
定
す
る
海
外
営
業
拠
点

二

前
項
第
三
号
か
ら
第
四
号
の
二
ま
で
の
海
外
営
業
拠
点

銀
行
法
第
二
十

二

前
項
第
三
号
か
ら
第
四
号
の
二
ま
で
に
規
定
す
る
海
外
営
業
拠
点

銀
行

六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
三
条
第
二
項
又
は
長
期

法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
三
条
第
二
項

信
用
銀
行
法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に

又
は
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
六
条

規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
海
外
営
業
拠

第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
海

点

外
営
業
拠
点

３

第
一
項
第
一
号
の
三
及
び
第
二
号
の
三
の
「
海
外
拠
点
」
と
は
、
信
用
金
庫

３

第
一
項
第
一
号
の
二
及
び
第
二
号
の
二
に
規
定
す
る
「
海
外
拠
点
」
と
は
、

法
第
八
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規

信
用
金
庫
法
第
八
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
六
条
第

定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
（
平
成
十
二
年
総
理
府
・
大
蔵
省
令
第
四
十
一

二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
（
平
成
十
二
年
総
理
府
・
大
蔵
省
令

号
）
第
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
海
外
拠
点
を
い
う
。

第
四
十
一
号
）
第
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
海
外
拠
点
を
い
う
。

４

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
「
国
際
統
一
基
準
」
と
は
、
銀
行
法
第

４

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
規
定
す
る
「
国
際
統
一
基
準
」
と
は
、

二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
一
条
第
四
項
若
し
く

銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
一
条
第
四

は
第
三
条
第
三
項
、
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法

項
若
し
く
は
第
三
条
第
三
項
、
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す

第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
一
条
第
四
項
又
は

る
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
一
条
第

信
用
金
庫
法
第
八
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
六
条
第

四
項
又
は
信
用
金
庫
法
第
八
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二

二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
三
条
第
五
項
に
規
定
す
る
国
際
統

十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
三
条
第
五
項
に
規
定
す

一
基
準
を
い
う
。

る
国
際
統
一
基
準
を
い
う
。

５

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
二
号
の
三
ま
で
、
第
五
号
及
び
第
六
号
の
「
単
体
自

５

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
二
号
の
二
ま
で
、
第
五
号
及
び
第
六
号
に
規
定
す
る

己
資
本
比
率
」
と
は
、
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定

「
単
体
自
己
資
本
比
率
」
と
は
、
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区

め
る
命
令
第
一
条
第
七
項
、
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る

分
等
を
定
め
る
命
令
第
一
条
第
七
項
、
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
七
条
に
お
い
て
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銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
一
条
第
六

準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第

項
、
信
用
金
庫
法
第
八
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
六

一
条
第
六
項
、
信
用
金
庫
法
第
八
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法

条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
三
条
第
六
項
又
は
協
同
組
合

第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
三
条
第
六
項
又
は

に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法

協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す

第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
（
平
成
十
二
年
総
理

る
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
（
平
成
十

府
・
大
蔵
省
令
第
四
十
二
号
）
第
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
単
体
自
己
資
本
比

二
年
総
理
府
・
大
蔵
省
令
第
四
十
二
号
）
第
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
単
体
自

率
を
い
い
、
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
「
単
体
普
通
株
式
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１

己
資
本
比
率
を
い
い
、
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
「
単
体
普
通

比
率
」
、
「
単
体
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
」
及
び
「
単
体
総
自
己
資
本
比
率
」
と
は

株
式
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
」
、
「
単
体
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
」
及
び
「
単
体
総
自

、
そ
れ
ぞ
れ
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令

己
資
本
比
率
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区

第
一
条
第
七
項
に
規
定
す
る
単
体
普
通
株
式
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
、
単
体
Ｔ
ｉ

分
等
を
定
め
る
命
令
第
一
条
第
七
項
に
規
定
す
る
単
体
普
通
株
式
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ

ｅ
ｒ
１
比
率
及
び
単
体
総
自
己
資
本
比
率
を
い
い
、
第
一
項
第
一
号
の
三
及
び

１
比
率
、
単
体
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
及
び
単
体
総
自
己
資
本
比
率
を
い
う
。

第
二
号
の
三
の
「
単
体
普
通
出
資
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
」
、
「
単
体
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ

１
比
率
」
及
び
「
単
体
総
自
己
資
本
比
率
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
信
用
金
庫
法
第

八
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す

る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
三
条
第
六
項
に
規
定
す
る
単
体
普
通
出
資
等
Ｔ
ｉ

ｅ
ｒ
１
比
率
、
単
体
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
及
び
単
体
総
自
己
資
本
比
率
を
い
う
。

６

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
一
号
の
三
ま
で
及
び
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
「

６

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
（
同
項
第
二
号
及
び
第
二
号
の
二
を
除
く

連
結
自
己
資
本
比
率
」
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

。
）
に
規
定
す
る
「
連
結
自
己
資
本
比
率
」
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分

に
規
定
す
る
連
結
自
己
資
本
比
率
を
い
い
、
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
の
「

に
応
じ
、
当
該
各
号
に
規
定
す
る
連
結
自
己
資
本
比
率
を
い
い
、
第
一
項
第
一

連
結
普
通
株
式
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
」
、
「
連
結
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
」
及
び
「

号
及
び
第
三
号
に
規
定
す
る
「
連
結
普
通
株
式
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
」
、
「
連

連
結
総
自
己
資
本
比
率
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規

結
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
」
及
び
「
連
結
総
自
己
資
本
比
率
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
銀

定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
一
条
第
八
項
又
は
第
三
条
第
五
項
に
規
定
す

行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
一
条
第
八
項

る
連
結
普
通
株
式
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
、
連
結
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
及
び
連
結
総

又
は
第
三
条
第
五
項
に
規
定
す
る
連
結
普
通
株
式
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
、
連
結
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自
己
資
本
比
率
を
い
い
、
第
一
項
第
一
号
の
三
の
「
連
結
普
通
出
資
等
Ｔ
ｉ
ｅ

Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
及
び
連
結
総
自
己
資
本
比
率
を
い
う
。

ｒ
１
比
率
」
、
「
連
結
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
」
及
び
「
連
結
総
自
己
資
本
比
率
」

と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
信
用
金
庫
法
第
八
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行

法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
三
条
第
七
項
に

規
定
す
る
連
結
普
通
出
資
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
、
連
結
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
及
び

連
結
総
自
己
資
本
比
率
を
い
う
。

一

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
一
号
の
三
ま
で
及
び
第
五
号
の
連
結
自
己
資
本
比

一

第
一
項
第
一
号
、
第
一
号
の
二
及
び
第
五
号
に
規
定
す
る
連
結
自
己
資
本

率

銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
一

比
率

銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第

条
第
八
項
、
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二

一
条
第
八
項
、
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第

十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
一
条
第
七
項
、
信
用

二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
一
条
第
七
項
、
信

金
庫
法
第
八
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二

用
金
庫
法
第
八
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
六
条
第

項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
三
条
第
七
項
又
は
協
同
組
合
に
よ

二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
三
条
第
七
項
又
は
協
同
組
合
に

る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第

よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法

二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
一
条
第
四
項
に
規

第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
一
条
第
四
項
に

定
す
る
連
結
自
己
資
本
比
率

規
定
す
る
連
結
自
己
資
本
比
率

二

第
一
項
第
三
号
か
ら
第
四
号
の
二
ま
で
の
連
結
自
己
資
本
比
率

銀
行
法

二

第
一
項
第
三
号
か
ら
第
四
号
の
二
ま
で
に
規
定
す
る
連
結
自
己
資
本
比
率

第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
三
条
第
五
項
又

銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
三
条

は
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
大
蔵
省
令
第
十
三
号
）
第

第
五
項
又
は
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
大
蔵
省
令
第
十

五
条
の
二
の
六
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
連
結
自
己
資
本
比
率

三
号
）
第
五
条
の
二
の
六
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
連
結
自
己
資
本
比
率

７

第
一
項
第
三
号
の
二
の
「
第
一
基
準
」
と
は
、
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項

７

第
一
項
第
三
号
の
二
に
規
定
す
る
「
第
一
基
準
」
と
は
、
銀
行
法
第
二
十
六

に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
三
条
第
三
項
又
は
長
期
信
用
銀
行
法
第

条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
三
条
第
三
項
又
は
長
期
信
用

十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等

銀
行
法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す

を
定
め
る
命
令
第
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
第
一
基
準
を
い
う
。

る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
第
一
基
準
を
い
う
。
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８

第
一
項
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
（
同
項
第
四
号
の
二
を
除
く
。
）
の
「
国

８

第
一
項
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
（
同
項
第
四
号
の
二
を
除
く
。
）
に
規
定

内
基
準
」
と
は
、
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る

す
る
「
国
内
基
準
」
と
は
、
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等

命
令
第
一
条
第
五
項
若
し
く
は
第
三
条
第
四
項
、
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
七
条

を
定
め
る
命
令
第
一
条
第
五
項
若
し
く
は
第
三
条
第
四
項
、
長
期
信
用
銀
行
法

に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め

第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分

る
命
令
第
一
条
第
五
項
又
は
信
用
金
庫
法
第
八
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

等
を
定
め
る
命
令
第
一
条
第
五
項
又
は
信
用
金
庫
法
第
八
十
九
条
第
一
項
に
お

す
る
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
三
条

い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命

第
四
項
に
規
定
す
る
国
内
基
準
を
い
う
。

令
第
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
国
内
基
準
を
い
う
。

９

第
一
項
第
四
号
の
二
の
「
第
二
基
準
」
と
は
、
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
七
条

９

第
一
項
第
四
号
の
二
に
規
定
す
る
「
第
二
基
準
」
と
は
、
長
期
信
用
銀
行
法

に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め

第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分

る
命
令
第
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
第
二
基
準
を
い
う
。

等
を
定
め
る
命
令
第
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
第
二
基
準
を
い
う
。
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三

前
払
式
支
払
手
段
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
二
十
二
年
内
閣
府
令
第
三
号
）

改

正

案

現

行

（
発
行
保
証
金
保
全
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
銀
行
等
が
満
た
す
べ
き

（
発
行
保
証
金
保
全
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
銀
行
等
が
満
た
す
べ
き

要
件
等
）

要
件
等
）

第
三
十
一
条

令
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
健
全
な
自
己

第
三
十
一
条

令
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
健
全
な
自
己

資
本
の
状
況
に
あ
る
旨
の
区
分
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
銀
行
等
の
種
類
に
応

資
本
の
状
況
に
あ
る
旨
の
区
分
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
銀
行
等
の
種
類
に
応

じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
区
分
と
す
る
。

じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
区
分
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

一
の
二

海
外
営
業
拠
点
を
有
す
る
長
期
信
用
銀
行

最
終
の
業
務
及
び
財
産

一
の
二

海
外
営
業
拠
点
を
有
す
る
長
期
信
用
銀
行
又
は
信
用
金
庫
連
合
会

の
状
況
に
関
す
る
説
明
書
類
（
当
該
説
明
書
類
に
係
る
事
業
年
度
の
翌
事
業

最
終
の
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
関
す
る
説
明
書
類
（
当
該
説
明
書
類
に
係

年
度
の
中
間
事
業
年
度
に
係
る
説
明
書
類
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該

る
事
業
年
度
の
翌
事
業
年
度
の
中
間
事
業
年
度
に
係
る
説
明
書
類
が
あ
る
場

説
明
書
類
）
に
お
け
る
国
際
統
一
基
準
に
係
る
単
体
自
己
資
本
比
率
が
八
パ

合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
説
明
書
類
）
に
お
け
る
国
際
統
一
基
準
に
係
る
単
体

ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

自
己
資
本
比
率
が
八
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

一
の
三

海
外
拠
点
を
有
す
る
信
用
金
庫
連
合
会

最
終
の
業
務
及
び
財
産
の

（
新
設
）

状
況
に
関
す
る
説
明
書
類
（
当
該
説
明
書
類
に
係
る
事
業
年
度
の
翌
事
業
年

度
の
中
間
事
業
年
度
に
係
る
説
明
書
類
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
説

明
書
類
）
に
お
け
る
国
際
統
一
基
準
に
係
る
単
体
自
己
資
本
比
率
が
、
次
の

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
比
率
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定

め
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
こ
と
。

イ

単
体
普
通
出
資
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率

四
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ

る
こ
と
。
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ロ

単
体
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率

六
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ハ

単
体
総
自
己
資
本
比
率

八
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二

海
外
営
業
拠
点
を
有
し
な
い
銀
行
若
し
く
は
長
期
信
用
銀
行
又
は
海
外
拠

二

海
外
営
業
拠
点
を
有
し
な
い
銀
行
、
長
期
信
用
銀
行
又
は
信
用
金
庫
連
合

点
を
有
し
な
い
信
用
金
庫
連
合
会
若
し
く
は
信
用
金
庫

最
終
の
業
務
及
び

会
若
し
く
は
信
用
金
庫

最
終
の
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
関
す
る
説
明
書

財
産
の
状
況
に
関
す
る
説
明
書
類
（
当
該
説
明
書
類
に
係
る
事
業
年
度
の
翌

類
（
当
該
説
明
書
類
に
係
る
事
業
年
度
の
翌
事
業
年
度
の
中
間
事
業
年
度
に

事
業
年
度
の
中
間
事
業
年
度
に
係
る
説
明
書
類
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

係
る
説
明
書
類
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
説
明
書
類
）
に
お
け
る
国

当
該
説
明
書
類
）
に
お
け
る
国
内
基
準
に
係
る
単
体
自
己
資
本
比
率
が
四
パ

内
基
準
に
係
る
単
体
自
己
資
本
比
率
が
四
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

三
～
六

（
略
）

三
～
六

（
略
）

２

前
項
第
一
号
、
第
一
号
の
二
及
び
第
二
号
の
「
海
外
営
業
拠
点
」
と
は
、
銀

２

前
項
第
一
号
か
ら
第
二
号
ま
で
の
「
海
外
営
業
拠
点
」
と
は
、
海
外
に
所
在

行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
（
平
成
十
二
年

す
る
支
店
若
し
く
は
従
た
る
事
務
所
又
は
銀
行
業
を
営
む
外
国
の
会
社
（
銀
行

総
理
府
・
大
蔵
省
令
第
三
十
九
号
）
第
一
条
第
三
項
又
は
長
期
信
用
銀
行
法
第

、
長
期
信
用
銀
行
又
は
信
用
金
庫
連
合
会
が
総
株
主
、
総
社
員
又
は
総
出
資
者

十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等

の
議
決
権
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
議
決
権
を
保
有
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。

を
定
め
る
命
令
（
平
成
十
二
年
総
理
府
・
大
蔵
省
令
第
四
十
号
）
第
一
条
第
三

）
で
あ
っ
て
、
そ
の
所
在
地
に
お
い
て
常
勤
の
役
員
又
は
従
業
員
を
持
つ
も
の

項
に
規
定
す
る
海
外
営
業
拠
点
を
い
う
。

を
い
う
。

３

第
一
項
第
一
号
の
三
及
び
第
二
号
の
「
海
外
拠
点
」
と
は
、
信
用
金
庫
法
第

（
新
設
）

八
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す

る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
（
平
成
十
二
年
総
理
府
・
大
蔵
省
令
第
四
十
一
号
）

第
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
海
外
拠
点
を
い
う
。

４

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
一
号
の
三
ま
で
の
「
国
際
統
一
基
準
」
と
は
、
銀
行

３

第
一
項
第
一
号
及
び
第
一
号
の
二
の
「
国
際
統
一
基
準
」
と
は
、
銀
行
法
第

法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
一
条
第
四
項
若

十
四
条
の
二
第
一
号
（
長
期
信
用
銀
行
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
七

し
く
は
第
三
条
第
三
項
、
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
銀

号
）
第
十
七
条
又
は
信
用
金
庫
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）

行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
一
条
第
四
項

第
八
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
基
準
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又
は
信
用
金
庫
法
第
八
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
六

（
次
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
「
自
己
資
本
比
率
基
準
」
と
い
う
。
）
の
う
ち

条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
三
条
第
五
項
に
規
定
す
る
国

海
外
営
業
拠
点
（
前
項
に
規
定
す
る
海
外
営
業
拠
点
を
い
う
。
第
五
項
に
お
い

際
統
一
基
準
を
い
う
。

て
同
じ
。
）
を
有
す
る
銀
行
、
長
期
信
用
銀
行
又
は
信
用
金
庫
連
合
会
に
係
る

も
の
を
い
う
。

５

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
二
号
ま
で
の
「
単
体
自
己
資
本
比
率
」
と
は
、
銀
行

４

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
二
号
ま
で
の
「
単
体
自
己
資
本
比
率
」
と
は
、
自
己

法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
一
条
第
七
項
、

資
本
比
率
基
準
に
係
る
算
式
に
よ
り
得
ら
れ
る
比
率
を
い
い
、
第
一
項
第
一
号

長
期
信
用
銀
行
法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項

の
「
単
体
普
通
株
式
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
」
、
「
単
体
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
」
及

に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
一
条
第
六
項
又
は
信
用
金
庫
法
第
八
十

び
「
単
体
総
自
己
資
本
比
率
」
と
は
、
単
体
自
己
資
本
比
率
の
う
ち
国
際
統
一

九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区

基
準
（
前
項
に
規
定
す
る
国
際
統
一
基
準
を
い
い
、
銀
行
法
第
十
四
条
の
二
第

分
等
を
定
め
る
命
令
第
三
条
第
六
項
に
規
定
す
る
単
体
自
己
資
本
比
率
を
い
い

一
号
に
規
定
す
る
基
準
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
算
式
に
よ
り
得
ら
れ

、
第
一
項
第
一
号
の
「
単
体
普
通
株
式
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
」
、
「
単
体
Ｔ
ｉ

る
比
率
を
い
う
。

ｅ
ｒ
１
比
率
」
及
び
「
単
体
総
自
己
資
本
比
率
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
銀
行
法
第

二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
一
条
第
七
項
に
規
定

す
る
単
体
普
通
株
式
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
、
単
体
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
及
び
単
体

総
自
己
資
本
比
率
を
い
い
、
第
一
項
第
一
号
の
三
の
「
単
体
普
通
出
資
等
Ｔ
ｉ

ｅ
ｒ
１
比
率
」
、
「
単
体
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
」
及
び
「
単
体
総
自
己
資
本
比
率

」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
信
用
金
庫
法
第
八
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀

行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
三
条
第
六
項

に
規
定
す
る
単
体
普
通
出
資
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
、
単
体
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
及

び
単
体
総
自
己
資
本
比
率
を
い
う
。

６

第
一
項
第
二
号
の
「
国
内
基
準
」
と
は
、
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規

５

第
一
項
第
二
号
の
「
国
内
基
準
」
と
は
、
自
己
資
本
比
率
基
準
の
う
ち
海
外

定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
一
条
第
五
項
若
し
く
は
第
三
条
第
四
項
、
長

営
業
拠
点
を
有
し
な
い
銀
行
、
長
期
信
用
銀
行
又
は
信
用
金
庫
連
合
会
若
し
く

期
信
用
銀
行
法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に

は
信
用
金
庫
に
係
る
も
の
を
い
う
。
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規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
一
条
第
五
項
又
は
信
用
金
庫
法
第
八
十
九

条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分

等
を
定
め
る
命
令
第
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
国
内
基
準
を
い
う
。

７

第
一
項
第
三
号
の
「
単
体
自
己
資
本
比
率
」
と
は
、
労
働
金
庫
又
は
労
働
金

６

第
一
項
第
三
号
の
「
単
体
自
己
資
本
比
率
」
と
は
、
労
働
金
庫
、
労
働
金
庫

庫
連
合
会
に
あ
っ
て
は
労
働
金
庫
法
第
九
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

連
合
会
、
信
用
協
同
組
合
又
は
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
第
九
条
の
九
第
一
項

銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
（
平
成
十
二

第
一
号
の
事
業
を
行
う
協
同
組
合
連
合
会
に
あ
っ
て
は
労
働
金
庫
法
（
昭
和
二

年
総
理
府
・
大
蔵
省
・
労
働
省
令
第
八
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
単
体

十
八
年
法
律
第
二
百
二
十
七
号
）
第
九
十
四
条
第
一
項
又
は
協
同
組
合
に
よ
る

自
己
資
本
比
率
を
、
信
用
協
同
組
合
又
は
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
第
九
条
の

金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
六
条
第

九
第
一
項
第
一
号
の
事
業
を
行
う
協
同
組
合
連
合
会
に
あ
っ
て
は
協
同
組
合
に

一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
十
四
条
の
二
第
一
号
に
規
定
す
る
基
準
に

よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第

係
る
算
式
に
よ
り
得
ら
れ
る
比
率
を
、
農
業
協
同
組
合
法
第
十
条
第
一
項
第
三

二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
（
平
成
十
二
年
総
理
府

号
の
事
業
を
行
う
農
業
協
同
組
合
又
は
農
業
協
同
組
合
連
合
会
に
あ
っ
て
は
同

・
大
蔵
省
令
第
四
十
二
号
）
第
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
単
体
自
己
資
本
比
率

法
第
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
基
準
に
係
る
算
式
に
よ
り
得
ら

を
、
農
業
協
同
組
合
法
第
十
条
第
一
項
第
三
号
の
事
業
を
行
う
農
業
協
同
組
合

れ
る
比
率
を
、
水
産
業
協
同
組
合
法
第
十
一
条
第
一
項
第
四
号
の
事
業
を
行
う

又
は
農
業
協
同
組
合
連
合
会
に
あ
っ
て
は
農
業
協
同
組
合
法
第
九
十
四
条
の
二

漁
業
協
同
組
合
、
同
法
第
八
十
七
条
第
一
項
第
四
号
の
事
業
を
行
う
漁
業
協
同

第
三
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
（
平
成
十
二
年
総
理
府
・
大
蔵
省

組
合
連
合
会
、
同
法
第
九
十
三
条
第
一
項
第
二
号
の
事
業
を
行
う
水
産
加
工
業

・
農
林
水
産
省
令
第
十
三
号
）
第
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
単
体
自
己
資
本
比

協
同
組
合
又
は
同
法
第
九
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
事
業
を
行
う
水
産
加
工
業

率
を
、
水
産
業
協
同
組
合
法
第
十
一
条
第
一
項
第
四
号
の
事
業
を
行
う
漁
業
協

協
同
組
合
連
合
会
に
あ
っ
て
は
同
法
第
十
一
条
の
六
第
一
項
第
一
号
（
同
法
第

同
組
合
又
は
同
法
第
九
十
三
条
第
一
項
第
二
号
の
事
業
を
行
う
水
産
加
工
業
協

九
十
二
条
第
一
項
、
第
九
十
六
条
第
一
項
又
は
第
百
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

同
組
合
に
あ
っ
て
は
水
産
業
協
同
組
合
法
第
百
二
十
三
条
の
二
第
三
項
に
規
定

す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
基
準
に
係
る
算
式
に
よ
り
得
ら
れ
る
比
率

す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
（
平
成
十
二
年
総
理
府
・
大
蔵
省
・
農
林
水
産
省

を
い
う
。

令
第
十
五
号
）
第
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
単
体
自
己
資
本
比
率
を
、
同
法
第

八
十
七
条
第
一
項
第
四
号
の
事
業
を
行
う
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
又
は
同
法
第
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九
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
事
業
を
行
う
水
産
加
工
業
協
同
組
合
連
合
会
に
あ

っ
て
は
同
令
第
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
単
体
自
己
資
本
比
率
を
い
う
。

８

第
一
項
第
四
号
の
「
単
体
自
己
資
本
比
率
」
、
「
単
体
普
通
出
資
等
Ｔ
ｉ
ｅ

７

第
一
項
第
四
号
の
「
単
体
自
己
資
本
比
率
」
と
は
、
農
林
中
央
金
庫
法

（

ｒ
１
比
率
」
、
「
単
体
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
」
及
び
「
単
体
総
自
己
資
本
比
率
」

平
成
十
三
年
法
律
第
九
十
三
号
）
第
五
十
六
条
第
一
号
に
規
定
す
る
基
準
に
係

と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
農
林
中
央
金
庫
法
第
八
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等

る
算
式
に
よ
り
得
ら
れ
る
比
率
を
い
い
、
「
単
体
普
通
出
資
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比

を
定
め
る
命
令
（
平
成
十
三
年
内
閣
府
・
財
務
省
・
農
林
水
産
省
令
第
三
号
）

率
」
、
「
単
体
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
」
及
び
「
単
体
総
自
己
資
本
比
率
」
と
は
、

第
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
単
体
自
己
資
本
比
率
、
単
体
普
通
出
資
等
Ｔ
ｉ
ｅ

単
体
自
己
資
本
比
率
の
う
ち
当
該
算
式
に
よ
り
得
ら
れ
る
比
率
を
い
う
。

ｒ
１
比
率
、
単
体
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
及
び
単
体
総
自
己
資
本
比
率
を
い
う
。

９

（
略
）

８

（
略
）
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四

資
金
移
動
業
者
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
二
十
二
年
内
閣
府
令
第
四
号
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章

（
略
）

第
一
章

（
略
）

第
二
章

業
務
（
第
十
一
条
―
第
三
十
二
条
の
三
）

第
二
章

業
務
（
第
十
一
条
―
第
三
十
二
条
の
二
）

第
三
章
・
第
四
章

（
略
）

第
三
章
・
第
四
章

（
略
）

附
則

附
則

（
履
行
保
証
金
保
全
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
銀
行
等
が
満
た
す
べ
き

（
履
行
保
証
金
保
全
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
銀
行
等
が
満
た
す
べ
き

要
件
等
）

要
件
等
）

第
十
五
条

令
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
健
全
な
自
己

第
十
五
条

令
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
健
全
な
自
己

資
本
の
状
況
に
あ
る
旨
の
区
分
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
銀
行
等
の
種
類
に
応

資
本
の
状
況
に
あ
る
旨
の
区
分
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
銀
行
等
の
種
類
に
応

じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
区
分
と
す
る
。

じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
区
分
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

一
の
二

海
外
営
業
拠
点
を
有
す
る
長
期
信
用
銀
行

最
終
の
業
務
及
び
財
産

一
の
二

海
外
営
業
拠
点
を
有
す
る
長
期
信
用
銀
行
又
は
信
用
金
庫
連
合
会

の
状
況
に
関
す
る
説
明
書
類
（
当
該
説
明
書
類
に
係
る
事
業
年
度
の
翌
事
業

最
終
の
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
関
す
る
説
明
書
類
（
当
該
説
明
書
類
に
係

年
度
の
中
間
事
業
年
度
に
係
る
説
明
書
類
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該

る
事
業
年
度
の
翌
事
業
年
度
の
中
間
事
業
年
度
に
係
る
説
明
書
類
が
あ
る
場

説
明
書
類
）
に
お
け
る
国
際
統
一
基
準
に
係
る
単
体
自
己
資
本
比
率
が
八
パ

合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
説
明
書
類
）
に
お
け
る
国
際
統
一
基
準
に
係
る
単
体

ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

自
己
資
本
比
率
が
八
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

一
の
三

海
外
拠
点
を
有
す
る
信
用
金
庫
連
合
会

最
終
の
業
務
及
び
財
産
の

（
新
設
）

状
況
に
関
す
る
説
明
書
類
（
当
該
説
明
書
類
に
係
る
事
業
年
度
の
翌
事
業
年
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度
の
中
間
事
業
年
度
に
係
る
説
明
書
類
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
説

明
書
類
）
に
お
け
る
国
際
統
一
基
準
に
係
る
単
体
自
己
資
本
比
率
が
、
次
の

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
比
率
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定

め
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
こ
と
。

イ

単
体
普
通
出
資
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率

四
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ

る
こ
と
。

ロ

単
体
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率

六
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ハ

単
体
総
自
己
資
本
比
率

八
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二

海
外
営
業
拠
点
を
有
し
な
い
銀
行
若
し
く
は
長
期
信
用
銀
行
又
は
海
外
拠

二

海
外
営
業
拠
点
を
有
し
な
い
銀
行
、
長
期
信
用
銀
行
又
は
信
用
金
庫
連
合

点
を
有
し
な
い
信
用
金
庫
連
合
会
若
し
く
は
信
用
金
庫

最
終
の
業
務
及
び

会
若
し
く
は
信
用
金
庫

最
終
の
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
関
す
る
説
明
書

財
産
の
状
況
に
関
す
る
説
明
書
類
（
当
該
説
明
書
類
に
係
る
事
業
年
度
の
翌

類
（
当
該
説
明
書
類
に
係
る
事
業
年
度
の
翌
事
業
年
度
の
中
間
事
業
年
度
に

事
業
年
度
の
中
間
事
業
年
度
に
係
る
説
明
書
類
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

係
る
説
明
書
類
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
説
明
書
類
）
に
お
け
る
国

当
該
説
明
書
類
）
に
お
け
る
国
内
基
準
に
係
る
単
体
自
己
資
本
比
率
が
四
パ

内
基
準
に
係
る
単
体
自
己
資
本
比
率
が
四
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

三
～
六

（
略
）

三
～
六

（
略
）

２

前
項
第
一
号
、
第
一
号
の
二
及
び
第
二
号
の
「
海
外
営
業
拠
点
」
と
は
、
銀

２

前
項
第
一
号
か
ら
第
二
号
ま
で
の
「
海
外
営
業
拠
点
」
と
は
、
海
外
に
所
在

行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
（
平
成
十
二
年

す
る
支
店
若
し
く
は
従
た
る
事
務
所
又
は
銀
行
業
を
営
む
外
国
の
会
社
（
銀
行

総
理
府
・
大
蔵
省
令
第
三
十
九
号
）
第
一
条
第
三
項
又
は
長
期
信
用
銀
行
法
第

、
長
期
信
用
銀
行
又
は
信
用
金
庫
連
合
会
が
総
株
主
、
総
社
員
又
は
総
出
資
者

十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等

の
議
決
権
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
議
決
権
を
保
有
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。

を
定
め
る
命
令
（
平
成
十
二
年
総
理
府
・
大
蔵
省
令
第
四
十
号
）
第
一
条
第
三

）
で
あ
っ
て
、
そ
の
所
在
地
に
お
い
て
常
勤
の
役
員
又
は
従
業
員
を
持
つ
も
の

項
に
規
定
す
る
海
外
営
業
拠
点
を
い
う
。

を
い
う
。

３

第
一
項
第
一
号
の
三
及
び
第
二
号
の
「
海
外
拠
点
」
と
は
、
信
用
金
庫
法
第

（
新
設
）

八
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
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る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
（
平
成
十
二
年
総
理
府
・
大
蔵
省
令
第
四
十
一
号
）

第
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
海
外
拠
点
を
い
う
。

４

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
一
号
の
三
ま
で
の
「
国
際
統
一
基
準
」
と
は
、
銀
行

３

第
一
項
第
一
号
及
び
第
一
号
の
二
の
「
国
際
統
一
基
準
」
と
は
、
銀
行
法
第

法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
一
条
第
四
項
若

十
四
条
の
二
第
一
号
（
長
期
信
用
銀
行
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
七

し
く
は
第
三
条
第
三
項
、
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
銀

号
）
第
十
七
条
又
は
信
用
金
庫
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）

行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
一
条
第
四
項

第
八
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
基
準

又
は
信
用
金
庫
法
第
八
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
六

（
次
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
「
自
己
資
本
比
率
基
準
」
と
い
う
。
）
の
う
ち

条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
三
条
第
五
項
に
規
定
す
る
国

海
外
営
業
拠
点
（
前
項
に
規
定
す
る
海
外
営
業
拠
点
を
い
う
。
第
五
項
に
お
い

際
統
一
基
準
を
い
う
。

て
同
じ
。
）
を
有
す
る
銀
行
、
長
期
信
用
銀
行
又
は
信
用
金
庫
連
合
会
に
係
る

も
の
を
い
う
。

５

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
二
号
ま
で
の
「
単
体
自
己
資
本
比
率
」
と
は
、
銀
行

４

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
二
号
ま
で
の
「
単
体
自
己
資
本
比
率
」
と
は
、
自
己

法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
一
条
第
七
項
、

資
本
比
率
基
準
に
係
る
算
式
に
よ
り
得
ら
れ
る
比
率
を
い
い
、
第
一
項
第
一
号

長
期
信
用
銀
行
法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項

の
「
単
体
普
通
株
式
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
」
、
「
単
体
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
」
及

に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
一
条
第
六
項
又
は
信
用
金
庫
法
第
八
十

び
「
単
体
総
自
己
資
本
比
率
」
と
は
、
単
体
自
己
資
本
比
率
の
う
ち
国
際
統
一

九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区

基
準
（
前
項
に
規
定
す
る
国
際
統
一
基
準
を
い
い
、
銀
行
法
第
十
四
条
の
二
第

分
等
を
定
め
る
命
令
第
三
条
第
六
項
に
規
定
す
る
単
体
自
己
資
本
比
率
を
い
い

一
号
に
規
定
す
る
基
準
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
算
式
に
よ
り
得
ら
れ

、
第
一
項
第
一
号
の
「
単
体
普
通
株
式
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
」
、
「
単
体
Ｔ
ｉ

る
比
率
を
い
う
。

ｅ
ｒ
１
比
率
」
及
び
「
単
体
総
自
己
資
本
比
率
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
銀
行
法
第

二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
一
条
第
七
項
に
規
定

す
る
単
体
普
通
株
式
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
、
単
体
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
及
び
単
体

総
自
己
資
本
比
率
を
い
い
、
第
一
項
第
一
号
の
三
の
「
単
体
普
通
出
資
等
Ｔ
ｉ

ｅ
ｒ
１
比
率
」
、
「
単
体
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
」
及
び
「
単
体
総
自
己
資
本
比
率

」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
信
用
金
庫
法
第
八
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
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行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
三
条
第
六
項

に
規
定
す
る
単
体
普
通
出
資
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
、
単
体
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
及

び
単
体
総
自
己
資
本
比
率
を
い
う
。

６

第
一
項
第
二
号
の
「
国
内
基
準
」
と
は
、
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規

５

第
一
項
第
二
号
の
「
国
内
基
準
」
と
は
、
自
己
資
本
比
率
基
準
の
う
ち
海
外

定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
一
条
第
五
項
若
し
く
は
第
三
条
第
四
項
、
長

営
業
拠
点
を
有
し
な
い
銀
行
、
長
期
信
用
銀
行
又
は
信
用
金
庫
連
合
会
若
し
く

期
信
用
銀
行
法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に

は
信
用
金
庫
に
係
る
も
の
を
い
う
。

規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
一
条
第
五
項
又
は
信
用
金
庫
法
第
八
十
九

条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分

等
を
定
め
る
命
令
第
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
国
内
基
準
を
い
う
。

７

第
一
項
第
三
号
の
「
単
体
自
己
資
本
比
率
」
と
は
、
労
働
金
庫
又
は
労
働
金

６

第
一
項
第
三
号
の
「
単
体
自
己
資
本
比
率
」
と
は
、
労
働
金
庫
、
労
働
金
庫

庫
連
合
会
に
あ
っ
て
は
労
働
金
庫
法
第
九
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

連
合
会
、
信
用
協
同
組
合
又
は
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
第
九
条
の
九
第
一
項

銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
（
平
成
十
二

第
一
号
の
事
業
を
行
う
協
同
組
合
連
合
会
に
あ
っ
て
は
労
働
金
庫
法
（
昭
和
二

年
総
理
府
・
大
蔵
省
・
労
働
省
令
第
八
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
単
体

十
八
年
法
律
第
二
百
二
十
七
号
）
第
九
十
四
条
第
一
項
又
は
協
同
組
合
に
よ
る

自
己
資
本
比
率
を
、
信
用
協
同
組
合
又
は
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
第
九
条
の

金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
六
条
第

九
第
一
項
第
一
号
の
事
業
を
行
う
協
同
組
合
連
合
会
に
あ
っ
て
は
協
同
組
合
に

一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
十
四
条
の
二
第
一
号
に
規
定
す
る
基
準
に

よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第

係
る
算
式
に
よ
り
得
ら
れ
る
比
率
を
、
農
業
協
同
組
合
法
第
十
条
第
一
項
第
三

二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
（
平
成
十
二
年
総
理
府

号
の
事
業
を
行
う
農
業
協
同
組
合
又
は
農
業
協
同
組
合
連
合
会
に
あ
っ
て
は
同

・
大
蔵
省
令
第
四
十
二
号
）
第
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
単
体
自
己
資
本
比
率

法
第
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
基
準
に
係
る
算
式
に
よ
り
得
ら

を
、
農
業
協
同
組
合
法
第
十
条
第
一
項
第
三
号
の
事
業
を
行
う
農
業
協
同
組
合

れ
る
比
率
を
、
水
産
業
協
同
組
合
法
第
十
一
条
第
一
項
第
四
号
の
事
業
を
行
う

又
は
農
業
協
同
組
合
連
合
会
に
あ
っ
て
は
農
業
協
同
組
合
法
第
九
十
四
条
の
二

漁
業
協
同
組
合
、
同
法
第
八
十
七
条
第
一
項
第
四
号
の
事
業
を
行
う
漁
業
協
同

第
三
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
（
平
成
十
二
年
総
理
府
・
大
蔵
省

組
合
連
合
会
、
同
法
第
九
十
三
条
第
一
項
第
二
号
の
事
業
を
行
う
水
産
加
工
業

・
農
林
水
産
省
令
第
十
三
号
）
第
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
単
体
自
己
資
本
比

協
同
組
合
又
は
同
法
第
九
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
事
業
を
行
う
水
産
加
工
業

率
を
、
水
産
業
協
同
組
合
法
第
十
一
条
第
一
項
第
四
号
の
事
業
を
行
う
漁
業
協

協
同
組
合
連
合
会
に
あ
っ
て
は
同
法
第
十
一
条
の
六
第
一
項
第
一
号
（
同
法
第
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同
組
合
又
は
同
法
第
九
十
三
条
第
一
項
第
二
号
の
事
業
を
行
う
水
産
加
工
業
協

九
十
二
条
第
一
項
、
第
九
十
六
条
第
一
項
又
は
第
百
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

同
組
合
に
あ
っ
て
は
水
産
業
協
同
組
合
法
第
百
二
十
三
条
の
二
第
三
項
に
規
定

す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
基
準
に
係
る
算
式
に
よ
り
得
ら
れ
る
比
率

す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
（
平
成
十
二
年
総
理
府
・
大
蔵
省
・
農
林
水
産
省

を
い
う
。

令
第
十
五
号
）
第
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
単
体
自
己
資
本
比
率
を
、
同
法
第

八
十
七
条
第
一
項
第
四
号
の
事
業
を
行
う
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
又
は
同
法
第

九
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
事
業
を
行
う
水
産
加
工
業
協
同
組
合
連
合
会
に
あ

っ
て
は
同
令
第
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
単
体
自
己
資
本
比
率
を
い
う
。

８

第
一
項
第
四
号
の
「
単
体
自
己
資
本
比
率
」
、
「
単
体
普
通
出
資
等
Ｔ
ｉ
ｅ

７

第
一
項
第
四
号
の
「
単
体
自
己
資
本
比
率
」
と
は
、
農
林
中
央
金
庫
法

（

ｒ
１
比
率
」
、
「
単
体
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
」
及
び
「
単
体
総
自
己
資
本
比
率
」

平
成
十
三
年
法
律
第
九
十
三
号
）
第
五
十
六
条
第
一
号
に
規
定
す
る
基
準
に
係

と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
農
林
中
央
金
庫
法
第
八
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等

る
算
式
に
よ
り
得
ら
れ
る
比
率
を
い
い
、
「
単
体
普
通
出
資
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比

を
定
め
る
命
令
（
平
成
十
三
年
内
閣
府
・
財
務
省
・
農
林
水
産
省
令
第
三
号
）

率
」
、
「
単
体
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
」
及
び
「
単
体
総
自
己
資
本
比
率
」
と
は
、

第
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
単
体
自
己
資
本
比
率
、
単
体
普
通
出
資
等
Ｔ
ｉ
ｅ

単
体
自
己
資
本
比
率
の
う
ち
当
該
算
式
に
よ
り
得
ら
れ
る
比
率
を
い
う
。

ｒ
１
比
率
、
単
体
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
及
び
単
体
総
自
己
資
本
比
率
を
い
う
。

９

（
略
）

８

（
略
）

（
消
費
生
活
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
専
門
的
な
知
識
経
験
を
有
す
る
者
）

第
三
十
二
条
の
二

法
第
五
十
一
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

（
新
設
）

る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
資
格
を
有
し
、
か
つ
、
消
費
生
活
相
談
（

消
費
者
契
約
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
十
三
条
第
三
項
第
五
号

イ
に
規
定
す
る
消
費
生
活
相
談
を
い
う
。
）
に
応
ず
る
業
務
に
従
事
し
た
期
間

が
通
算
し
て
五
年
以
上
で
あ
る
者
と
す
る
。

一

独
立
行
政
法
人
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
が
付
与
す
る
消
費
生
活
専
門
相
談
員

の
資
格



- -23

二

一
般
財
団
法
人
日
本
産
業
協
会
が
付
与
す
る
消
費
生
活
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の

資
格

三

一
般
財
団
法
人
日
本
消
費
者
協
会
が
付
与
す
る
消
費
生
活
コ
ン
サ
ル
タ
ン

ト
の
資
格

（
資
金
移
動
業
に
関
す
る
苦
情
処
理
措
置
及
び
紛
争
解
決
措
置
）

（
資
金
移
動
業
に
関
す
る
苦
情
処
理
措
置
及
び
紛
争
解
決
措
置
）

第
三
十
二
条
の
三

法
第
五
十
一
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
苦
情
処
理
措
置
と

第
三
十
二
条
の
二

法
第
五
十
一
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
苦
情
処
理
措
置
と

し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
措
置
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
と
す
る
。

し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
措
置
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
全
て
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

一

次
に
掲
げ
る
す
べ
て
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

二
～
五

（
略
）

二
～
五

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
二
項
（
第
一
項
第
五
号
及
び
前
項
第
四
号
に
限
る
。
）
の
規
定
に
か
か
わ

３

前
二
項
（
第
一
項
第
五
号
及
び
前
項
第
四
号
に
限
る
。
）
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
資
金
移
動
業
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
法
人
が
実
施

ら
ず
、
資
金
移
動
業
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
法
人
が
実
施

す
る
手
続
に
よ
り
資
金
移
動
業
関
連
苦
情
の
処
理
又
は
資
金
移
動
業
関
連
紛
争

す
る
手
続
に
よ
り
資
金
移
動
業
関
連
苦
情
の
処
理
又
は
資
金
移
動
業
関
連
紛
争

の
解
決
を
図
っ
て
は
な
ら
な
い
。

の
解
決
を
図
っ
て
は
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

そ
の
業
務
を
行
う
役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行

三

そ
の
業
務
を
行
う
役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行

う
べ
き
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
に
、
次
の
い

う
べ
き
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
に
、
次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
法
人

ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
法
人

イ

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
又
は
法
若
し
く
は
弁
護
士
法
の
規
定
に

イ

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
又
は
法
若
し
く
は
弁
護
士
法
の
規
定
に

こ

よ
り
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と

よ
り
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と

が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者

が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者
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ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

（
廃
止
の
届
出
等
）

（
廃
止
の
届
出
等
）

第
三
十
八
条

（
略
）

第
三
十
八
条

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

６

資
金
移
動
業
者
が
事
業
譲
渡
、
合
併
又
は
会
社
分
割
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り

６

資
金
移
動
業
者
が
事
業
譲
渡
、
合
併
又
は
会
社
分
割
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り

資
金
移
動
業
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
前
項
の
届
出
書
に
は
、
当
該
業

資
金
移
動
業
を
廃
止
し
た
と
き
は
、
前
項
の
届
出
書
に
は
、
当
該
業
務
の
承
継

務
の
承
継
に
係
る
契
約
の
内
容
及
び
当
該
業
務
の
承
継
方
法
を
記
載
し
た
書
面

に
係
る
契
約
の
内
容
及
び
当
該
業
務
の
承
継
方
法
を
記
載
し
た
書
面
を
添
付
し

を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


